
No. 事 業 者 名
事 業 者
所 在 地

営業所名
営 業 所
所 在 地

処 分
年 月 日

処 分 の
内 容

主 な
違 反 の 条 項

監 査 実 施 の 端 緒 及 び 違 反 行 為 の 概 要
当該違
反点数

北海道
運輸局
管内累
積点数

輸送施設の使用停止（２５０日
車）及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第３条第６項　他１
４件

令和５年５月１８日、改善報告不履行を端緒
として監査を実施。１５件の違反が認められ
た。（１）事業計画変更認可義務違反［営業
所の位置（区域外）］（貨物自動車運送事業
法施行規則（以下「施行規則」）第２条第１
項第２号）、（２）事業計画変更認可義務違
反［自動車車庫の位置及び収容能力］（施行
規則第２条第１項第４号）、（３）事業計画
変更認可義務違反［乗務員の休憩・睡眠施設
の位置及び収容能力］（施行規則第２条第１
項第５号）、（４）各営業所に配置する事業
用自動車の種別ごとの数違反（施行規則第６
条第１項）、（５）運賃及び料金、運送約款
等の掲示義務違反（貨物自動車運送事業法
（以下「法」）第１１条）、（６）疾病・疲
労等のおそれのある乗務（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条
第６項）、（７）定期点検整備の実施義務違
反（安全規則第３条の２）、（８）整備管理
者の研修受講義務違反（安全規則第３条の
４）、（９）点呼の記録義務違反（安全規則
第７条第５項）、（１０）事故の記録義務違
反（安全規則第９条の２）、（１１）運転者
台帳の作成義務違反（安全規則第９条の５第
１項）、（１２）運転者に対する指導監督の
記録保存義務違反（安全規則第１０条第１
項）、（１３）運行管理者の講習受講義務違
反（安全規則第２３条第１項）、（１４）社
会保険等加入義務違反（施行規則第１４条第
２号）、（１５）報告義務違反（法第６０条
第１項）

25 25

貨物運送事業者の法令違反に対する行政処分等状況(令和5年11月)

11月の処分等状況は次のとおりです。

北海道運輸局　自動車運送事業安全監理室

○ 事業用自動車使用停止処分等事業者一覧

1

有限会社武田産業（法
人番号２４６０１０２
００１８５６）　代表
者武田茂樹

北海道帯広市大空町１０丁目１７番地 本社営業所 北海道帯広市大空町１０丁目１７番地 45232
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主 な
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北海道
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貨物運送事業者の法令違反に対する行政処分等状況(令和5年11月)

11月の処分等状況は次のとおりです。

北海道運輸局　自動車運送事業安全監理室

○ 事業用自動車使用停止処分等事業者一覧

2

株式会社インフィニ
ティ（法人番号１４６
０００１００５１２
５）　代表者大久保渉

北海道釧路市興津５丁目８－１ 本社営業所 北海道釧路市新富士町６丁目３－９ R5.11.2
輸送施設の使用停止（２０日車）
及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第３条第４項　他６
件

令和５年５月３１日及び令和５年７月５日、
その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況
を端緒として監査を実施。７件の違反が認め
られた。（１）乗務時間等の基準の遵守義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以
下「安全規則」）第３条第４項）、（２）疾
病・疲労等のおそれのある乗務（安全規則第
３条第６項）、（３）点呼の記録義務違反
（安全規則第７条第５項）、（４）事故の記
録義務違反（安全規則第９条の２）、（５）
運行指示書の作成、指示又は携行義務違反
（安全規則第９条の３第１項から３項）、
（６）運転者に対する指導監督の記録保存義
務違反（安全規則第１０条第１項）、（７）
運行管理者の講習受講義務違反（安全規則第
２３条第１項）

2 2

45232
輸送施設の使用停止（１６５日
車）及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他１
４件

令和５年６月２２日、関係機関からの情報を
端緒として監査を実施。１６件の違反が認め
られた。（１）事業計画変更認可義務違反
［自動車車庫の位置及び収容能力］（貨物自
動車運送事業法施行規則（以下「施行規
則」）第２条第１項第４号）、（２）事業計
画事後届出義務違反［主たる事務所の名称及
び位置の変更］（施行規則第７条第１項第１
号）、（３）乗務時間等の基準の遵守義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第３条第４項）、（４）疾
病・疲労等のおそれのある乗務（安全規則第
３条第６項）、（５）日常点検の実施義務違
反（安全規則第３条の２）、（６）定期点検
整備の実施義務違反（安全規則第３条の
２）、（７）整備管理者の研修受講義務違反
（安全規則第３条の４）、（８）点呼の記録
の改ざん・不実記載（安全規則第７条第５
項）、（９）運行記録計による記録義務違反
（安全規則第９条）、（１０）事故の記録義
務違反（安全規則第９条の２）、（１１）運
転者台帳の作成義務違反（安全規則第９条の
５第１項）、（１２）運転者台帳の記載事項
義務違反（安全規則第９条の５第１項）、
（１３）運転者に対する指導監督義務違反
（安全規則第１０条第１項）、（１４）特定
運転者に対する適性診断受診義務違反（安全
規則第１０条第２項）、（１５）運行管理者
の講習受講義務違反（安全規則第２３条第１
項）、（１６）報告義務違反（貨物自動車運
送事業法第６０条第１項）
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株式会社ヒューマンス
クエア（法人番号９４
６０１０１００５２９
８）　代表者荒川裕樹

北海道帯広市西２条南１９丁目１８番地１
本社東営業
所

北海道中川郡幕別町札内あかしや町６１番
地３５
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北海道
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貨物運送事業者の法令違反に対する行政処分等状況(令和5年11月)

11月の処分等状況は次のとおりです。

北海道運輸局　自動車運送事業安全監理室

○ 事業用自動車使用停止処分等事業者一覧

4

有限会社香取運輸（法
人番号８０１０６０２
０２８８９２）　代表
者大堀亨

北海道東京都江東区青海２丁目７－４－１
０３７

北海道営業
所

北海道河東郡音更町音更西３線１４番４９ R5.11.2
輸送施設の使用停止（１９０日
車）及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他７
件

令和５年７月２６日、関係機関からの情報を
端緒として監査を実施。８件の違反が認めら
れた。（１）疾病・疲労等のおそれのある乗
務（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第３条第６項）、（２）整備
管理者の選任（変更）届出義務違反（安全規
則第３条の２）、（３）点呼の記録の改ざ
ん・不実記載（安全規則第７条第５項）、
（４）乗務等の記録の改ざん・不実記載（安
全規則第８条）、（５）運行記録計による記
録の改ざん・不実記載（安全規則第９条）、
（６）運行指示書の作成、指示又は携行義務
違反（安全規則第９条の３第１項から３
項）、（７）運行管理者の講習受講義務違反
（安全規則第２３条第１項）、（８）運行管
理者の選任（解任）届出義務違反（安全規則
第１９条）

19 19

5

共通運送株式会社（法
人番号８４３０００１
００４６５１）　代表
者永原敏雅

北海道札幌市白石区平和通１１丁目北６番
１９号

札幌東営業
所

北海道札幌市東区丘珠町５４７番地２７ R5.11.28
輸送施設の使用停止（２０日車）
及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第３条第４項　他１
件

令和５年６月２０日、労働局からの通報等を
端緒として監査を実施。２件の違反が認めら
れた。（１）乗務時間等の基準の遵守義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第３条第４項）、（２）疾
病・疲労等のおそれのある乗務（安全規則第
３条第６項）

2 2

6

有限会社Ｍ’ｓ商運
（法人番号８４６２５
０２０００４８１）

代表者佐藤暢

北海道釧路市大楽毛北２丁目２５－２ 本社営業所 北海道釧路市大楽毛北２丁目２５－２ R5.11.28
輸送施設の使用停止（５０日車）

及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第３条第４項　他３
件

令和５年７月４日、関係機関からの情報を端
緒として監査を実施。５件の違反が認められ
た。（１）乗務時間等の基準の遵守義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第３条第４項）、（２）乗務
時間等の基準なお書きの遵守義務違反（一運
行の勤務時間）（安全規則第３条第４項）、
（３）疾病・疲労等のおそれのある乗務（安
全規則第３条第６項）、（４）運行指示書の
作成、指示又は携行義務違反（安全規則第９
条の３第１項から３項）、（５）特定運転者
に対する適性診断受診義務違反（安全規則第
１０条第２項）

5 5
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北海道
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貨物運送事業者の法令違反に対する行政処分等状況(令和5年11月)

11月の処分等状況は次のとおりです。

北海道運輸局　自動車運送事業安全監理室

○ 事業用自動車使用停止処分等事業者一覧

7

マナベ興産株式会社
（法人番号８４３００
０１０４７７１７）
代表者眞鍋順一

北海道美唄市字美唄１８０番地 本社営業所 北海道美唄市字美唄１８０番地４９ R5.11.28
輸送施設の使用停止（１０日車）
及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第９条　他４件

令和５年７月１１日、関係機関からの情報を
端緒として監査を実施。６件の違反が認めら
れた。（１）点呼の記録事項義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第７条第５項）、（２）運行記録計に
よる記録義務違反（安全規則第９条）、
（３）事故の記録事項義務違反（安全規則第
９条の２）、（４）運転者台帳の作成義務違
反（安全規則第９条の５第１項）、（５）運
転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第９
条の５第１項）、（６）報告義務違反（貨物
自動車運送事業法第６０条第１項）

1 1

8

北海総合物流株式会社
（法人番号８４３００
０２０２４２９３）
代表者小林幸男

北海道札幌市手稲区新発寒７条７丁目２番
１号

本社営業所
北海道札幌市手稲区新発寒７条７丁目２－
１

R5.11.28
輸送施設の使用停止（１３０日
車）及び文書警告

貨物自動車運送事業輸送安
全規則第７条第５項　他７
件

令和５年７月１８日及び令和５年８月１日、
労働局からの通報等を端緒として監査を実
施。８件の違反が認められた。（１）事業計
画変更認可義務違反［自動車車庫の位置及び
収容能力］（貨物自動車運送事業法施行規則
（以下「施行規則」）第２条第１項第４
号）、（２）事業計画変更認可義務違反［乗
務員の休憩・睡眠施設の位置及び収容能力］
（施行規則第２条第１項第５号）、（３）事
業計画事後届出義務違反［営業所又は荷扱所
の名称、位置（利用運送のみに係るもの及び
運輸局長が指定する区域内におけるものに限
る。）の変更］（施行規則第７条第１項第２
号、第３号）、（４）乗務時間等の基準の遵
守義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則（以下「安全規則」）第３条第４項）、
（５）点呼の記録の改ざん・不実記載（安全
規則第７条第５項）、（６）乗務等の記録事
項義務違反（安全規則第８条）、（７）運行
記録計による記録義務違反（安全規則第９
条）、（８）運転者台帳の記載事項義務違反
（安全規則第９条の５第１項）

13 13

9

有限会社三恵運送（法
人番号８４３０００２
０２２５２０）　代表
者橋谷孝一

北海道札幌市手稲区西宮の沢３条３丁目６
番号１９

本社営業所
北海道札幌市手稲区西宮の沢３条３丁目６
番号１９

R5.11.28
輸送施設の使用停止（６０日車）
及び文書警告

貨物自動車運送事業法第２
５条第２項　他３件

令和５年７月２５日、第一当事者と推定され
る死亡事故を引き起こしたことを端緒として
監査を実施。４件の違反が認められた。
（１）整備不良車両等運行（貨物自動車運送
事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３
条の２）、（２）運行記録計による記録義務
違反（安全規則第９条）、（３）運転者に対
する指導監督義務違反（安全規則第１０条第
１項）、（４）貨物自動車運送事業法行為を
行う自家用貨物自動車の利用（貨物自動車運
送事業法第２５条第２項）

6 6

以下余白


